
法人

①いの町まん延防止等重点措置等対応

臨時支援金交付申請書（様式第１号－

1、第１号－２）

②新型コロナウイルス感染症の影響に

よる売上高減少の証明書（様式第２号

－1、第２号－２）

③誓約書（様式第３号－1、第３号－

２）

④令和元年又は令和２年中の収入がわ

かる書類の写し

・税務署収受日付印の押印があるもの、e-

Taxの場合は「受信通知」

・令和元年度又は令和２年度の対象月を含

む確定申告書別表一の控え(１枚)及び法人

事業概況説明書の控え(２枚)

⑤令和３年中の収入がわかる書類の写

し

⑥本人確認書類の写し

・税務署収受日付印の押印があるも

の、e-Taxの場合は「受信通知」

・所得税確定申告書第一表、又は町

県民税申告書の控え

・青色申告の方は「所得税青色申告

決算書」の控え

・白色申告の方は、収支内訳書と申

告の基礎となった帳簿等の資料

（月々の収入額が記載されたもの）

問合せ先：いの町産業経済課　　088-893-1115

【個人・法人共通】いずれか１つ

運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・保険証等

（法人の場合は、代表者のものに限ります。）

いの町まん延防止等重点措置等対応臨時支援金

１事業者につき、各月１回限り

令和３年１０月１５日（金）～　令和４年１月３１日（月）

【個人・法人共通】

【個人・法人共通】

令和３年１月から９月までの収入がわかる売上台帳や帳面など、令和３年中分の

確定申告等の基礎となる資料

対象者

申

請

書

類

支援金の額

支給の回数

申請受付期間

【個人・法人共通】

令和２年（又は令和元年）８月及び９月の月売上高　―　令和３年８月及び９月

の月売上高　=　売上高の減少額…①

上限額１月につき１５万円…②

※①と②の低いほうの金額を申請額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

・まん延防止等重点措置及び高知県の感染症対応ステージ「非常事態」の適用に

伴い、令和３年８月及び９月のそれぞれの月において、前年又は前々年同期と比

較して、１日当たりの平均売上が１５％以上３０％未満減少しているもの

・令和３年１０月１日現在、いの町内に事業所を有し、事業収入を得て、今後も

事業継続の意思がある事業者

・令和２年８月１日までに創業し、事業収入を得、継続して事業を行っている事

業者

・令和３年８月及び９月のそれぞれの月売上において、国の「月次支援金」又は

県の「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」の対象事業者でないこと

・町税等を完納しているもの

個人事業主

【個人・法人共通】

※いの町商工会の証明が必要です。証明がないものは無効です。


